
ーもっと知りたい！わたしたちの住んでいるまちのことー
”まちづくり出前行政講座”をご利用ください

地域支援課市民協働係（プラザきくる内☎35-0925）問い合わせ

市民の皆さん（団体）の勉強会に市職員が出向き、市の仕事や事業などをわかりやすく説明します。平日
だけでなく休日の開講も可能です。令和６年度は、９部門97講座を用意しています。ぜひ活用ください。

■講座を受けるには？
①受講したい講座メニューを決めます。
　メニューの一覧は市役所や地区センターな
どに配架しています。また、市ホームページ
（右記）でも確認できます。
②希望する日時と会場を決めます。
　年末年始を除く午前９時から午後９時の間で開催
できます。会場は市内に限ります。※担当課の業務によっ
て、日時などの希望に沿えない場合があります。
③開催希望日の１カ月前までに地域支援課へ申込書を
　提出します。
　申込書は市ホームページからダウンロード
できます。
※電子申請（右記）でも申し込みできます。
④申し込み後、日程や内容を調整します。
　実施日時決定後、郵送にて申込団体へお知らせします。
⑤決定した日時・会場で講座を実施します。

 対象
　市内在住・在勤・在学の人で、当日の参加者がおおむ
ね10人以上の団体・グループ・学校など

 受講料  
無料
※会場使用料や講座によって必要となる材料費は、申込団体
　の負担となります。

 注意事項
　以下の場合には、職員を派遣できません。
 ・ 政治、宗教、営利活動を目的とするとき、またはその
　おそれのある場合
 ・ 公の秩序を乱すおそれのあるとき
 ・ 出前行政講座の目的に反するとき
 ・ その他市長が不適当であると認めるとき
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（写真：1茶ちゃっと！出張健康チェック！ 2消防各種訓練指導 花火教室 3知ってお得な脳活セミナー 4災害への備え講座 518歳選挙
～私たちの声、私たちの未来に～ 6おいしいお茶の淹れ方教室）

■令和６年度 ９つの新規メニュー
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認知症サポーター対象


